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四日市市規則第３７号 

   四日市市契約施行規則の一部を改正する規則 

 四日市市契約施行規則（昭和３９年四日市市規則第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 改正前 

 （最低制限価格） 

第９条 競争入札により請負契約を締結

しようとする場合において最低制限価

格を設けるときは、市長は次の各号に

定めるいずれかの方法により最低制限

価格を定めるものとする。 

 (1) 予定価格の１０分の９．２から１

０分の７．５までの範囲内で最低制

限価格をあらかじめ設定する方法 

 (2) （略） 

 （最低制限価格） 

第９条 競争入札により請負契約を締結

しようとする場合において最低制限価

格を設けるときは、市長は次の各号に

定めるいずれかの方法により最低制限

価格を定めるものとする。 

 (1) 予定価格の１０分の９から１０分

の７までの範囲内で最低制限価格を

あらかじめ設定する方法 

 (2) （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市契約施行規則は、この規則の施行の日以後に公告する入札から

適用し、同日前に公告している入札については、なお従前の例による。  

 

（総務部調達契約課） 


